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はじめに

　与党の平成31年度税制改正大綱（以下
「平成31年度大綱」といい、同大綱の内容
を「平成31年度税制改正（案）」という。）
は、当初、12月12日に公表されることが有
力視されていたが、それが13日にずれ、遂
には、14日公表となった。その最大の原因
が、「所得税において、未婚の母に寡婦控
除を認めるべきか否か」という自民党と公
明党との意見調整に手間取ったことにある。
片や、「伝統的家族制度崩壊の蟻の一穴に
なる」ことを恐れ、片や、「弱者救済」の
旗印を貫こうとすることにあった。このよ
うな税制を巡る政治論争（闘争）は、今に
始まったわけではなく、税制が国民の利害
対立の基となっている以上、その利害調整

を図るために、必然的な成り行きでもある。
そして、このような政治結着は、後述する
ように、平成31年度大綱の他の事項にも及
んでいる。
　ともあれ、平成31年度税制改正（案）は、
例年どおり、多岐の項目にわたっているが、
それぞれの税制改正の影響等からみて、小
粒であると言われている。確かに、そのよ
うな評価も否定できない面もあるが、個々
の改正事項をみると、軽視できない論点を
抱えている。そこで、本特集においては、
最初（本稿）において、平成31年度税制改
正（案）の全体像とそれぞれの論点を概説
し、本誌の主要テーマである「資産課税」
関係については、本誌別稿「資産課税に関
する平成３１年度税制改正（案）の要点」

（８８頁）において、それぞれの項目の改正
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（案）内容について概説することとする。

１　平成31年度税制改正（案）の性
格

　平成30年度税制改正は、一つは、給与所
得控除の改訂等による個人所得税の見直し
が行われ、二つは、非上場株式の納税猶
予・免除制度の特例の創設と相続税及び贈
与税における租税回避防止措置が取られた。
前者については、所得税理論の見地から論
争を惹起し、後者については、事業承継

（資産承継）対策の見地からその重要性が
指摘され、実務に大きな影響を及ぼすこと
になったので、注目度は非常に高かった。
　それに対比し、平成31年度税制改正（案）
は、前年度のような目玉となるような改正
事項があるわけではなく、それぞれの改正
によって影響を受ける納税者等も限られる
ことになるので、「小粒」とも言われ、看
過され易い傾向も見受けられる。
　しかしながら、それぞれの改正事項につ
いては、相応に実務への影響力を有し、か
つ、問題点を抱えており、それが故に、今
後の税制のあり方にも問題提起することが
見込まれている。それらの問題点について
は、今後の立法作業等を通じて明らかにさ
れるであろうから、注視する必要がある。

２　資産課税

　資産課税については、本誌のメインテー
マであるため、次の 7 項目について、前述
の別稿で個別に概説することとするが、そ
の項目と要点は、次のとおりである。
❶　個人事業者の納税猶予制度の創設
　　個人事業者の事業承継税制については、

昭和５８年（通達では昭和５0年）以降、小
規模宅地等の課税特例（措法69の 4 ）が

設けられていたところであるが、個人事
業者の事業用資産の中で土地の構成比が
低下していること（他の事業用資産が増
加していること）、法人事業者の事業承
継税制について平成21年度及び平成30年
度の各税制改正において拡充されたこと
等を受けて、近年、新たな拡充税制を求
める声が強かった。そのため、新たに、
事業用資産の贈与、相続に関し、納税猶
予制度が設けられることになった。しか
し、その内容が、①小規模宅地等の課税
特例との選択適用とされたこと、②適用
要件が複雑な法人に対する納税猶予制度
が概ね準用されていること等から、利用
者がどの程度になるか未知数と言える。
❷　非上場株式等の納税猶予・免除制度の

改正
　　納税猶予税額の確定原因となる資産保

有型会社・資産運用型会社の該当に関し、
一時的にその事由が生じた場合に弾力的
対応を図る等若干の改正が行われている。
❸　民法改正に伴う税制改正
　　配偶者居住権の「時価」の評価方法を

定めるなど、平成30年の民法改正が相続
税法等に及ぼす影響に対応して、相続税
法等について所要の改正が行われる。成
人年齢の引下げとともに実務にどのよう
な影響が生じるかについて、留意する必
要がある。
❹　小規模宅地等の課税特例の改正
　　特定事業用宅地等の範囲の見直し等の

改正が行われるほか、個人事業者の納税
猶予制度との選択、配偶者居住権の底地
の価額に対する影響等について留意する
必要がある。
❺　住宅ローン減税等の見直し
 　消費税課税対策の一環として、住宅購
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入の落ち込みを防ぐため、所要の優遇措
置を設けるなど、所要の改正が行われて
いる。
❻　教育資金等の一括贈与非課税措置の見

直し
　　教育資金及び結婚・子育て資金の一括

贈与非課税措置について、それぞれ適用
年数を 2 年延長するとともに、受贈者の
所得制限が設けられるなど、若干適用要
件が厳しくなっている。
❼　証券税制の見直し
　　NISA利用者の一時的出国に係る適用

要件の弾力化を図るなど、証券税制の見
直しが行われているので、証券会社等に
おける顧客対応に留意する必要がある。

３　個人所得課税（前記 ２の部分を
除く）

　前記 １で述べたように、個人所得課税の
改正事項は、めぼしいものは少なく、かつ、
改正事項の一部については、前記 ２の資産
課税で述べた。残された改正事項の主なも
のには、次のようなものがある。
❶　譲渡所得課税の見直し
　　所有者不明土地の譲渡所得の５,000万

円控除、空き家に係る譲渡所得の3,000
万円控除等の譲渡所得の特例措置につい
て、拡充等の見直しが行われている。
❷　ストックオプション税制の見直し
　　ストックオプション税制について、適用

対象者の範囲に、改正される中小企業等
経営強化法に係る取締役及び使用人等以
外の者を加えるなどの措置が講じられる。
❸　森林環境税及び森林環境譲与税の創設
　　国内に住所を有する個人に対し、年額

1,000円の森林環境税を国税として課し、
個人住民税に併せて賦課徴収し、当該税

収額を森林環境譲与税として、市町村及
び都道府県に対して譲与する（施行平成
36年度）。
❹　仮想通貨に係る所得計算の明確化
　　仮想通貨に係る所得計算における同通

貨の期末評価額（取得価額）を移動平均
法又は総平均法により算定するほか、所
要の措置を講じる。
❺　ふるさと納税の見直し
　　いわゆるふるさと納税に関し、その対

象都道府県等を総務大臣が指定すること
とし、その指定について、返礼品の返礼
割合を 3 割以下とすること、返礼品を地
場産品とすること、等の要件が付される
こととなる。
❻　未婚の母に対する住民税非課税措置
　　「はじめに」で述べたように、平成31

年度大綱の公表が遅れた原因は、未婚の
母に対する所得税法上の寡婦控除を認め
るべきか否かについての自民党と公明党
との調整の難航にあった。その調整結果
は、国税（所得税）ではなく、地方税

（住民税）において措置されることとなる。
　　すなわち、平成31年度大綱は、個人住

民税に関し、子供の貧困に対応するため
に、次の措置を講じることとする（同大
綱第二の一の ５ の⑾）。

　「児童扶養手当の支給を受けている
児童の父又は母のうち、現に婚姻をし
ていない者又は配偶者の生死の明らか
でない者（これらの者の前年の合計所
得金額が13５万円を超える場合を除く。）
を個人住民税の非課税措置の対象に加
える。

（注 1 ） 　上記の「児童」は、父又は母と
生計を一にする子で前年の総所得
金額等の合計額が4８万円以下であ
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るものとする。
（注 2 ） 　上記の「婚姻」及び「配偶者」

には、婚姻の届出をしていないが、
事実上婚姻関係と同様の事情にあ
る場合を含むものとする。」

　以上のように、今回の措置は、個人住民
税について限定されているが、上記の大綱
の規定が法文化された場合に、国税の所得
税法等の規定の見直し、現行規定の解釈等
に何らかの影響を及ぼすことが想定される。
けだし、所得税法、相続税法等においては、

「配偶者」に関して多くの特例措置を設け
ている（所法８3、８3の 2 、相法19の 2 、21
の 6 等）。そして、この場合の「配偶者」
とは、各税法の定義規定がないので、いわ
ゆる借用概念として解釈に委ねられてい
る＊ 1。その解釈によれば、民法上の「配
偶者」が婚姻の届出によって成立している

（同法72５、739）ところ、税法上の「配偶
者」も民法上の婚姻関係にある者であると
解されている＊ 2。
　しかしながら、地方税法において、前記
大綱がいう「「婚姻」及び「配偶者」には、
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関
係と同様の事情にある場合を含むものとす
る。」という規定が設けられることになると、
元々租税法においては実質主義が重視され
ているところ、前記所得税法等の「配偶者」
の解釈にも相当な影響を及ぼすことが考え
られ、立法的解釈が図られる可能性も想定
できる。また、国税及び地方税を含めた解

＊ １  租税法上の借用概念とは、「他の法分野で用いられている概念」であり、その解釈に当たっては、「租税法がそれらを課税
要件規定の中にとりこむにあたって、私法上におけると同じ概念を用いている場合には、別意に解すべきことが租税法規
の明文またはその趣旨から明らかな場合は別として、それを私法上におけると同じ意義に解するのが、法的安定性の見地
からは好ましい。」と解されている（金子宏「租税法　第22版」（弘文堂　平成29年）１１9頁、１20頁、同旨福岡高裁平成１１
年 4 月27日判決・訟務月報4６巻１2号43１9頁、最高裁平成１６年 7 月１3日判決・判例時報１874号58頁等参照）

＊ 2  最高裁平成 9 年 9 月 9 日判決（訟務月報44巻 ６ 号１009頁）、東京地裁平成27年 2 月24日判決（平成2６年（行ウ）第１74号）
等参照

釈を含む執行上の問題として、「事実上婚
姻関係と同様の事情にある場合」について、
それが極めてプライバシーに関わる事柄で
あるだけに、どのようにして事実認定し、
解釈すべきかについて不毛の論争を惹起す
る恐れがある。いずれにしても、「未婚の
母」をめぐる今回の政治結着は、これで結
論が出されたわけではなく、今後の税制、
解釈の論争の引き金になったとも言える。

４　法人課税

　法人課税については、従来から産業政策
等の観点から租税特別措置が最も多く設け
られているところであるので、新たな政策
減税等が設けられればトピックの問題とし
て取り上げる必要がある。しかしながら、
平成31年度大綱においては、国税について
は、従前の特例措置等の期限延長と若干の
見直しが行われている程度であり、むしろ、
地方税関係で話題を呼んだ改正が行われる
ことになっている。以下、それらの事項を
概説する。
❶　研究開発税制の見直し
　　企業の研究開発は、重要な国策の一つ

でもあるため、例年、税制上も優遇措置
の拡充が図られてきた。平成31年度大綱
においても、多くの優遇措置の期限延長
が図られるとともに、次のような優遇措
置の拡充が図られることになっている。
㋑　試験研究費の総額に係る税額控除制

度について、控除上限を法人税額の40

禁じられています。ケーススタディ等に登場する人物・団体は、実在の人物及び団体とは一切関係ありません。
本誌掲載記事、写真、イラストなどの無断転載を禁じます。また無断複写（コピー）は著作権法上での例外を除き、



84 野村資産承継　2019　冬号

％（現行2５％）に引き上げ、控除率カ
ーブを見直す。

㋺　特別試験研究費の額に係る税額控除
制度について、特別試験研究費の範囲
を拡充し、その税額控除率を20％又は
2５％とする。

❷　中小企業優遇税制の見直し
　　中小企業に対しては、年８00万円以下

の所得金額に対する法人税率1５％、中小
企業経営強化税制、中小企業投資促進税
制等における特別償却又は税額控除等の
各種の優遇措置が設けられているが、そ
れらの措置について 2 年間の適用期限延
長が認められ、かつ、若干の見直しが行
われている。

　　なお、中小企業優遇税制の一部につい
ては、「中小企業者」の一部について適
用除外とされているが、その適用除外の
範囲が拡大されている。
❸　仮想通貨の評価等
　　法人が仮想通貨を有している場合には、

活発な市場が存在する仮想通貨について
は、時価によって期末評価を行い、それ
以外については、契約ベースで譲渡損益
を計上し、期末簿価を移動平均法又は総
平均法により算定する、等の措置を講じる。
❹　組織再編税制の見直し
　　株式交換等の後に適格合併を行うこと

が見込まれている場合には、その株式交
換等に係る適格要件のうち完全支配関係
継続要件等の各要件について、その適格
要件を合併の直前の時までの関係により
判定することとするほか、合併、分割及

＊ 3  税収減約5,000億円は、東京都民 １ 人当たり約 5 万円に相当し、消費税率 2 ％弱に相当する。
＊ 4  かつて、筆者が国税庁で税収管理を担当していた頃、麹町税務署の税収が地方の国税局の 2 局分を上回ったことがある。
＊ 5  この税制改正について、かつて、「都民ファースト」を主唱した小池東京都知事は、「税制改悪」だと空しく批判している

にとどまっている。

び株式交換に係る適格要件の見直し等を
行う。
❺　役員給与課税の見直し
　　業績連動給与の手続要件について、所

要の見直しを行う。
❻　法人事業税の減税と特別法人事業税の

創設
　　法人事業税（所得割及び収入割）の税

収が東京都に偏在しているということで、
それを是正（他の道府県への分散）する
ために、同税の税率を引き下げ（例えば、
資本金の額 1 億円超の普通法人の年８00
万円超の所得に対する税率3.6％を 1 ％
へ、同 1 億円以下の普通法人の年８00万
円超の所得に対する税率9.6％を 7 ％へ）、
その代わりに、特別法人事業税を国税と
して創設し、当該税収を一般財源として
都道府県へ譲与する特別法人事業譲与税
を創設する。これにより、東京都の税収
は、約５,000億円減収になるという＊ 3。

　　元々、法人事業税の所得割は、法人税
の課税標準等を基準として課税されると
ころ、法人税が大企業の本店が集中する
東京都で申告・納付されることから、法
人事業税の所得割税収も東京都に集中す
ることになる＊ 4。しかし、東京都とし
ては、日本の玄関としての出費も多く、
昼間人口も他県からの通勤者等が多いの
でその出費もかさむことであろうが、結
局、現東京都知事の政治的無力化が、か
かる税制改正＊ ５を安易に実現させたと
言える。これも、「税制は政治」である
ことを物語る一つの現象と言える。
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５　消費課税

　消費課税の最大のテーマは、法定されて
いる消費税率の引上げが予定どおり10月か
ら施行されるか否かにあるが＊ 6、平成31
年度大綱の公表時点では、予定どおり実施
するということで、それによる消費の落ち
込み（景気後退）を防ぐため、種々の財政
支出等が検討されている。また、消費税に
ついては、税率引き上げと同時に実施され
る軽減税率の適用について、「食糧品」の
範囲の弾力化が検討されている。その他、
消費課税の主要な改正項目は、次のとおり
である。
❶　車体課税等の見直し
　　車体課税等については、種々の見直し

が行われることになっているが、その中
で、影響力の強いものとして、㋑平成31
年10月 1 日から同32年 9 月30日までの間
に取得した自家用乗用車に係る環境性能
割について一律税率 1 ％引き下げること、
㋺平成31年10月 1 日以後に新車新規登録
を受けた自家用乗用車の自動車税率を引
き下げること（例えば1,５00㏄超2,000㏄
以下については、39,５00円を36,000円へ）
等の措置が講じられる。このように、自
動車関連税については、原則的に減税措
置が採られている。

　　これは、消費税率引上げに対応すると
ともに、自動車保有の大衆化等に対応し、

「保有から利用」への課税変更にあると

＊ ６  消費税率の引上げについては、平成30年１2月末の大幅な株価暴落により、早くも黄信号がともったとの観測も流れている。
＊ 7  平成3１年度大綱第一の １ の③、第三の ６ 、土居丈朗「平成3１年度税制改正大綱での自動車関連税」（税務事例20１9年 １ 月

号）82頁参照
＊ 8  前出＊ 7 　土居丈朗著等参照
＊ 9  前出＊ 7 　土居丈朗著等参照
＊１0 最近のフランスにおける燃料税増税を引き金とする暴動は、通勤等において自動車が不可欠となっている地方住民の怒り

によって惹き起こされたとのことであるが、我が国においても考えさせられることである。

される＊ 7。よって、自動車関連税を恒
久的に減税するわけではなく、「利用」
に応じた課税強化が行われるようであ
る＊ ８。そうであれば、揮発油税や軽油
取引税を増税すれば良さそうであるが、
それは温室効果ガス排出規制が目的であ
るから、別途、車の走行距離に応じた課
税方法が検討される見込みである＊ 9。
そうなると、自動車の利用は、圧倒的に
相対的に所得が低く、交通の便が悪く自
動車が生活に不可欠となっている地方の
住民に対する課税強化が行われることに
留意する必要がある＊10。

❷　外国人旅行者向け消費税免税制度の見
直し

　　外国人旅行者の増加等に対応し、 7 月
以内の期間を定めた臨時販売場の設置に
ついての取扱いの弾力化等の措置を講じ
る。

６　国際課税

　国際課税改正の基本的考え方について、
平成31年度大綱は、次のように述べており

（同大綱第一の 6 ）、それに沿った改正が行
われる。

　「経済活動の国際化・電子化は経済成
長に貢献する一方で政策課題ももたらし
ている。国際課税制度の構築に当たって
は、引き続き、平成29年度税制改正大綱
の「今後の国際課税のあり方についての
基本的考え方」で掲げた基本方針の下、
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電子化を含む経済実態の変化や諸外国の
動向を踏まえ、日本企業の健全な海外展
開を支えるとともに、国際的な租税回避
や脱税に対してより効果的に対応してい
く必要がある。
　平成31年度税制改正においては、過大
支払利子税制及び移転価格税制について、

「BEPSプロジェクト」の合意事項等に
沿って諸外国において対応が進んでいる
ことを踏まえ、企業実態にも配慮しつつ、
必要な制度改正を行う。過大支払利子税
制については、利子の損金算入制限に関
し、対象利子の範囲の拡大及び損金算入
限度額の算定方法の見直し等により税源
浸食リスクに応じた強化を行う。また、
移転価格税制については、独立企業間価
格の算定方法を整備するとともに、一定
の価値評価の困難な無形資産の取引に関
して税務当局が取引後の事実関係を参照
して取引価格の適切性を検証することが
可能となるよう、OECD移転価格ガイド
ラインの改定内容等を踏まえた見直しを
行う。」

７　検討事項

　検討事項については、従前の税制改正と
の関係、次年度の有力な改正事項となるも
のなど、見逃せない事項があるが、平成31
年度大綱において取り上げられた検討事項
のうち、重要なものは、次のとおりである。
❶　年金課税
　　年金課税については、少子高齢化が進

む中、世代間の税負担の調整の対象とし
て、平成30年度も一定の改正が行われて

＊１１ それらの問題点については、品川芳宣「平成30年度税制改正の概要と論点」（本誌20１8年春号） ６ 頁、同「特別インタビ
ュー　キャッチフレーズより中身重視の所得税改革を」（税務弘報20１8年 3 月号）１4頁等参照

きたが、更に改正する必要があるという
ことで、次のように述べている（平成31
年度大綱 1 ）。

　　 　「年金課税については、少子高齢化
が進展し、年金受給者が増大する中で、
世代間及び世代内の公平性の確保や、
老後を保障する公的年金、公的年金を
補完する企業年金を始めとした各種年
金制度間のバランス、貯蓄・投資商品
に対する課税との関連、給与課税等と
のバランス等に留意するとともに、平
成30年度税制改正の公的年金等控除の
見直しの考え方や年金制度改革の方向
性も踏まえつつ、拠出・運用・給付を
通じて課税のあり方を総合的に検討す
る。」

❷　給与所得者、小規模企業等に対する課
税

　　平成30年度税制改正において、給与所
得者、小規模企業者等の所得税について
は、大幅な改正が行われたが、それらは
所得税制上、社会政策上種々問題があっ
た＊11。そして、平成31年度大綱において
も、次年度以降の改正事項として次のよ
うに指摘しているところであるので、そ
の成り行きに注目する必要がある（同大
綱第三の 3 ）。

　　 　「小規模企業等に係る税制のあり方
については、個人事業主、同族会社、
給与所得者の課税のバランスや勤労性
所得に対する課税のあり方等にも配慮
しつつ、個人と法人成り企業に対する
課税のバランスを図るための外国の制
度も参考に、引き続き、給与所得控除
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などの「所得の種類に応じた控除」と
「人的控除」のあり方を全体として見
直すことを含め、所得税・法人税を通
じて総合的に検討する。」

❸　医業に係る消費税の仕入税額控除
　　医業に係る消費税の仕入税額控除につ

いては、与党の税制改正大綱において、
検討事項として、平成2５年度以降毎年度
取り上げられてきており、平成30年度税
制改正大綱において、「平成31年度税制
改正に際し、税制上の抜本的な解決に向
けて総合的に検討し、結論を得る。」と
提言された＊12。ところが、平成31年度大
綱においては、何ら税制上の検討は行わ
れないどころか、「検討事項」からも外
され、「平成31年度税制改正の基本的考
え方」の中で、次のように述べるにとど
まっている（同大綱第一の 1 の⑶）。

　　 　「社会保険診療等に係る医療は消費
税非課税である一方、その価格は診療
報酬制度による公定価格となっている。
このため、平成元年の消費税導入以来、
仕入れ税額相当分を診療報酬で補てん
する措置が講じられてきたが、補てん
にばらつきがある等の指摘があった。
今般の消費税率10％への引上げに際し
ては、診療報酬の配点方法を精緻化す
ることにより、医療機関種別の補てん
のばらつきが是正されることとなる。
今後、所管省庁を中心に、実際の補て
ん状況を継続的に調査するとともに、
その結果を踏まえて、必要に応じて、
診療報酬の配点方法の見直しなど対応
していくことが望まれる。」

＊１2 この消費税制上の問題と解決の方向性については、品川芳宣「医業に係る仕入れ消費税額転嫁の現状と課題」（「野村資産
承継」20１６年春号）38頁、同「社会保険診療報酬に係る消費税非課税制度のあり方」（税研20１６年 7 月号）６0頁等参照

　　以上の指摘は、社会保険診療報酬に係
る仕入税額控除問題については、消費税
制において何ら検討する必要がないこと
を意味している。そうなると、消費税導
入以降、医業界、税制当局等において、
税制改正事項として長年検討されていた
ことは一体何であったのかということに
なる。そして、この問題を「診療報酬の
配点方法を精緻化すること」により解決
できるのであれば、今までにとっくにで
きたはずであるが、それをしなかったの
は、医療当局、税制当局の怠慢であった
とでもいうのであろうか。そうではなく、
各医療機関において毎期変動する仕入消
費税額を事前に調整できないから、税制
上の問題として取り上げてきたはずであ
る。いずれにせよ、「精緻化」は不可能
であることが見込まれるので、今後とも、
不毛の論争が続くことも予測される。

むすびに

　以上、平成31年度税制改正（案）の主要
項目を概観し、その論点を述べてきたが、
確かに、それぞれの項目については、実務
上大きな問題となることも少ないと考えら
れるが、項目の中には、既に指摘したよう
に、税制上、解釈上、重要な問題点を包含
している。よって、それらの問題点が、今
後の立法過程においてどのような形で具現
化されるかについて注目する必要がある。
また、幾つかの項目については、既に指摘
したように、今後の税制又は解釈のあり方
に論争を惹起することが予測されるので、
それらの視点からも注目する必要がある。
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